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※市内は、市外局番 0287を省略した表記にしています。

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（塩原1-2）

庁
舎
名お知らせ掲示板

　
く
ら
し

今月のテーマ

【
事
例
】

　

�

携
帯
電
話
に「
サ
イ
ト
へ
の
登
録
料

が
未
納
で
あ
る
。
本
日
中
に
連
絡
が

な
い
場
合
は
法
的
手
段
に
移
行
す

る
」と
い
う
内
容
の
Ｓ
Ｍ
Ｓ（
シ
ョ
ー

ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
）が
届
い

た
。
送
信
元
と
し
て
大
手
通
販
サ
イ

ト
名
が
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の

サ
イ
ト
は
利
用
し
た
こ
と
が
な
い
。

【
ア
ド
バ
イ
ス
】

・�

心
当
た
り
の
な
い
不
審
な
Ｓ
Ｍ
Ｓ
が

届
い
た
ら
、
開
か
ず
に
す
ぐ
削
除
す

る
。

・�

発
信
元
の
名
前
に
聞
き
覚
え
が
あ
っ

て
も
安
易
に
信
用
し
な
い
。
連
絡
す

る
と
個
人
情
報
を
聞
き
出
さ
れ
た
り

金
銭
を
要
求
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

・�

心
配
な
時
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。 大手通販サイト

をかたり未納料
金を請求する
SMS

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

 （
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
内
）

 

☎（
63
）７
９
０
０

 

開
設
時
間

 

平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
の
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
に
伴
い
、
全
て
の
庁
舎
で
次
の
手
続
き
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

▼
と
き　
3
月
20
日
㈫（
終
日
）

▼
で
き
な
い
手
続
き

○
特
例
転
入
・
転
出
手
続
き

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
領

○�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
の
設
定
変
更

○
広
域
交
付
住
民
票
の
発
行

○�

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
証
明
書
発

行
の
利
用
登
録
・
設
定
変
更

○�

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
電
子
証
明
書

の
設
定
変
更

▼
問
い
合
わ
せ

市
役
所
窓
口
で
の
一
部
の

手
続
き
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

　
マ
ッ
チ
ン
グ
会
員
の
登
録
や
お
相
手
情
報

の
閲
覧
な
ど
、
と
ち
ぎ
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー

の
サ
ー
ビ
ス
が
市
役
所
で
も
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
利
用
に
は
、
と
ち
ぎ
結
婚

出
会
い
の
支
援
が
さ
ら
に
充
実

支
援
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
事
前
に

申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

検
索

と
ち
ぎ
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー

※�

電
話
や
メ
ー
ル
で
の
申
し
込
み
は
不
可
。

▼�

利
用
開
始
日　
３
月
７
日
㈬

▼�

利
用
時
間　
午
前
9
時
～
午
後
４
時

※�

第
2
・
第
4
金
曜
、
土
・
日
曜
、
祝
日
・

年
末
年
始
を
除
く
。

▼�

と
こ
ろ　
市
役
所
本
庁
舎
５
階

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
市
民
協
働
推
進
課�

☎（
62
）７
０
１
９

　
市
オ
リ
ジ
ナ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
婚
姻
届
や
出

生
届
、
冊
子
な
ど
を
無
償
で
提
供
し
て
く
れ

る
事
業
者
を
募
集
し
ま
す
。
冊
子
に
は
広
告

枠
が
あ
り
、
Ｐ
Ｒ
な
ど
に
利
用
で
き
ま
す
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
募
集
要
項
を

確
認
し
て
、
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

　

提
供
さ
れ
た
婚
姻
届
な
ど
は
本
市
民
課
、

西
市
民
福
祉
課
、
塩
総
務
福
祉
課
、
箒
根
出

張
所
な
ど
で
配
布
さ
れ
ま
す
。

▼�

提
供
期
間　
３
年
間

※
掲
載
広
告
内
容
は
約
１
年
単
位
で
更
新
。

▼�

選
定
方
法　
書
類
審
査

※��

応
募
者
が
複
数
の
場
合
は
、
提
案
内
容
、

デ
ザ
イ
ン
、
過
去
の
実
績
な
ど
を
総
合
的

に
審
査
し
１
事
業
者
を
選
定
し
ま
す
。

▼
申
込
方
法　
所
定
の
申
込
用
紙
を
持
参

▼
申
込
期
間　
3
月
6
日
㈫
～
19
日
㈪

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
本
市
民
課�

☎（
62
）７
１
３
３

市
オ
リ
ジ
ナ
ル
婚
姻
届
な
ど
の

無
償
提
供
者
を
募
集
し
ま
す

黒
磯
駅
西
口
の
駐
車
場
を

移
転
し
ま
す

　
黒
磯
駅
周
辺
の
整
備
に
伴
い
、
現
在
の
黒

磯
駅
前
西
口
臨
時
駐
車
場
を
休
止
し
、
仮
設

駐
車
場
を
新
た
に
設
置
し
て
営
業
し
ま
す
。

▼
と
き　
２
月
26
日
㈪　
午
後
２
時
～

▼�

料
金　
最
初
の
１
時
間
は
無
料
。
そ
の
後

１
時
間
ご
と
に
50
円
を
加
算

※
24
時
間
ご
と
に
４
０
０
円
を
上
限
。

※
24
時
間
を
超
え
る
場
合
は
、
前
述
を
繰
り

　
返
し
合
算
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
生
活
課�

☎（
62
）７
１
２
７

黒磯駅

ヨークベニマル
黒磯店

（休止）

黒磯駅前西口
　臨時駐車場（仮設） 黒磯駅前西口

　臨時駐車場

進入路

○
本
市
民
課�

☎（
62
）７
１
３
２

●自立支援教育訓練給付金事業
　あらかじめ指定された教育訓練講座を受講した場合、受講に要した経費の一部を支給します。

対象 対象講座 支給額

次の全ての要件を満たし、20歳未満の子ど
もを養育しているひとり親家庭の母か父
①市民
②�児童扶養手当の支給を受けているか、同様
の所得水準にある

③�教育訓練講座を受講することが就職やキャ
リアアップに必要と認められる

④�過去にこの給付金を受給していない

雇用保険制度の教育訓練講座
として指定されている講座
（医療事務、大型自動車免許、
社会福祉士、介護福祉士、保
育士など）
※�詳しくは、厚生労働大臣指定
教育訓練講座検索システムで
確認してください。

対象講座の入学料、受講料の
合計額（消費税含む）の60％に
相当する額
※�雇用保険法に基づく一般教育
訓練給付金の受給者は上記の
額から一般教育訓練給付金の
支給額を差し引いた額が支給
されます。

・�講座受講前に対象講座の指定を受ける必要があるので、事前に窓口へ相談してください。
・�給付金は受講修了後に支給されます。

▶問い合わせ
　本子ども・子育て総合センター
　☎0287（46）5538

ひとり親家庭の
キャリアアップを応援します

●高等職業訓練促進給付金等事業
　対象となる専門的な資格を取得するために、1年以上養成機関で修業する場合、生活の安定を図るため、一定
期間給付金を支給します。

対象 対象資格 支給額（月額）

次の全ての要件を満たし、20歳未満の子どもを養育して
いるひとり親家庭の母か父
①市民
②�児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準に
ある

③�養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取
得が見込まれる

④生活保護を受けていない
⑤�就業や育児と、修業との両立が困難であると認められる
⑥�過去にこの給付金を受給していない

看護師、准看護師、保
育士、介護福祉士、作
業療法士、理学療法士、
歯科衛生士、美容師、
社会福祉士、製菓衛生
師、調理師

・市民税非課税世帯
� 10万円
・市民税課税世帯
� 7万500円
※�修業している期間（上
限36カ月）に支払われ
ます。

・入学（修業）の手続きをする前に事前相談が必要です。

●高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
　ひとり親家庭の親や子が、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座（通信制講座を含む）を受け、これを修
了した時や合格した時に受講費用の一部を支給します。

対象 対象講座 支給額

次の全ての要件を満たし、20歳未満の子どもを養育
しているひとり親家庭の母か父
①�児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準に
ある

②�過去にこの給付金を受けていない
※この他にもいくつか要件があります。
※�すでに高校卒業・大学入学資格を取得している人などは
対象外です。

高等学校卒業程度認
定試験の合格を目指
す講座（通信制講座
を含む）

・�受講修了時…対象講座の受
講修了後、受講料等の2割
（10万円を上限）
・�合格時…高等学校卒業程度
認定試験合格後、受講料等
の4割（受講修了時との合
算で合計15万円を上限）

・講座の受講前に申請が必要です。




